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千葉県がん対策推進計画の取組【予防・早期発見】　（令和３年９月末時点）

大
項
目

中
項
目

小
項
目

項目計画改定時点
目標

＜令和５年度＞
現状値

達成状況
（％）

県

　禁煙週間（5/31～6/6）の一環で、県機関、鉄道会社及び大学
等への禁煙週間ポスター配付及びポケットティッシュを各保健所
へ配布、また各種広報媒体にて周知している。また、がん征圧月
間(9月～11月)の一環で、がん予防展にてポケットティッシュを配
布している。
　新成人向けリーフレットを県内全市町村へ配付し、新成人につ
いても喫煙防止を呼びかけている。

　引き続き様々な機会をとらえて啓発活動を実施していく。
　加熱式たばこの普及に伴い、加熱式たばこの喫煙者が増加して
いる状況から、健康影響等について周知し、喫煙率を下げる必要
がある。

県
　禁煙希望者に対する支援として、禁煙支援者研修会の実施
や、健康保険による禁煙治療が行える医療機関の情報をホーム
ページで提供している。

　引き続き禁煙支援者研修会の実施及び健康保険による禁煙治
療が行える医療機関の情報を公開する。
　また、令和元年度の調査では、男女とも４０歳代で喫煙率が他の
年代に比べて高くなっているため、働く世代にに対する働きかけと
して職場における禁煙対策を推進していく必要がある。

県
　県内小学校5年生の全児童及びその保護者向けに、たばこの
健康影響と受動喫煙の健康影響等の知識を普及するためのリー
フレットを配付している。

　未成年者にたばこの健康影響を知ってもらい、喫煙のきっかけを
作らせないよう、引き続きリーフレットを作成・配付し普及啓発を図
る。

県

　市町村と協働して、母子健康手帳交付時や両親学級等におい
て、妊娠中の喫煙による合併症のリスクや胎児への影響の知識
を普及するためのリーフレットを配付している。

　妊婦に妊娠中の喫煙による健康影響を知ってもらい喫煙防止を
推進するため、引き続きリーフレットを作成し、母子健康手帳交付
時の機会をとらえて配付し普及啓発を図る。

職　場：33.1％
家　庭： 8.1％
飲食店：58.7％

望まない受動喫煙のな
い

社会の実現
＜令和４年度＞

調査中未評価

・生活習慣のリスクを高め
る量を飲酒している者の割
合の減少

（飲酒）
　男性：19.6％、女性
26.2％

（飲酒）
　男性：18.6％、女性
20.7％

男性　20.1%
女性　24.7%

男性　悪化傾向
女性　概ね順調

県

　また、県内の子宮頸がん受診率が全国と比較し低いこと、令和
元年の受診率が低下したこと等を踏まえ検診の子宮頸がん検診
受診可能年齢となる20歳を対象に成人式でリーフレットを配布し
ている。
　令和3年11月26日付で積極的勧奨を差し控えている状態につ
いて、終了させる通知が厚生労働省から発出された。
　県ホームページにて子宮頸がんワクチンに関する情報を随時
更新している。

　ＨＰＶワクチンはすべてのＨＰＶ感染を予防することはできず、ＨＰ
Ｖワクチンを接種していても子宮頸がん検診を受診することが、子
宮頸がんの早期発見・早期治療に重要である。引き続き子宮頸が
ん検診の受診勧奨を実施していく。

県

　肝炎患者や肝炎ウイルス検査陽性者等が適切な肝炎治療や
支援を受けられるよう平成29年度より「千葉県肝炎医療コーディ
ネーター養成研修会」を開催し、千葉県肝炎医療コーディネー
ターを養成している。

　引き続き肝炎患者等が適切な肝炎治療や支援を受けることがで
きるよう、千葉県肝炎医療コーディネーターの養成に努める。

県

　各健康福祉センター（保健所）及び県が委託した医療機関で無
料でＢ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査を受けることができる。また、肝
炎ウイルス検査受検後のウイルス性肝炎陽性者を早期治療に繋
げ、重症化予防を図るために陽性者フォローアップ事業と検査費
用助成事業を実施している。

　肝炎ウイルス検査及びフォローアップ事業を継続的に実施してい
く。

市町村　県内各市町村でＨＴＬＶ-1抗体検診を実施している。　引き続き県内各市町村でHTLV-1抗体検診を実施する。

県　県内13市町村が胃がんリスク検査を取り入れている。

　ヘリコバクター・ピロリの除菌の胃がん発症予防における有効性
等については、国で検討されているが、現段階においてはがん検
診として実施するための証拠が不十分であり、今後も国の動向を
踏まえ検討していく必要がある。また、県では指針に基づいたがん
検診が実施されるよう引き続き呼びかけていく。

・平均食塩摂取量の減少
・野菜の平均摂取量の増
加
・果物摂取量100ｇ未満の
者の割合の減少

未評価
令和4年度調査実施予

定 　各種リーフレットの作成、配布により普及啓発を実施している。
　また、栄養バランスに配慮した食事や、望ましい食生活習慣に
関する研修を食生活改善推進員対象に実施している。
　特定給食施設指導に対する集団及び個別巡回指導により対象
者に応じた適切に栄養管理された食事が提供されるよう支援して
いる。

　外食等の利用頻度が高い者であっても、減塩に取り組みやすく
野菜を豊富に食べることが可能となる環境が促進されるよう支援
を行っていく。
　また、節度ある適切な飲酒量等について、県ホームページやメル
マガ等の各種媒体により普及啓発を図る。

　県は、未成年者に喫煙のきっかけを作らせないよう、教
育委員会や市町村と協力して喫煙防止教育を推進しま
す。

　県は、市町村と協働して、妊婦の喫煙を防止するため、
母子健康手帳交付時や両親学級等において、妊娠中の
喫煙による合併症のリスクや胎児への影響等について
記載したリーフレットを配付し、喫煙防止を図ります。

　県は、多数の人が利用する施設が適切な受動喫煙防
止対策を講じるよう働きかけます。特に、官公庁、医療機
関については禁煙化を推進します。また、禁煙や分煙に
取り組んでいる施設がその取組内容を利用者にわかり
やすく伝えるため、入口等に禁煙や分煙の表示をするよ
う促していきます。
　さらに、家庭や職場での受動喫煙を防止するため、受
動喫煙による健康被害についての正しい知識を普及啓
発していきます。
　なお、受動喫煙対策について、国の動向を踏まえて適
切に対応します。

　受動喫煙防止の推進として、改正健康増進法の規制内容につ
いて、チラシ、ポスター、啓発物、ステッカー等により周知啓発し
ている。

　引き続チラシ、ポスター等の啓発物を活用し周知啓発していく。

　県は、市町村や検診実施機関等の協力のもと、子宮頸
がん検診の受診を推進します。また、ＨＰＶワクチンにつ
いては、県は国の動向を注視しながら情報収集に努めま
す。

受動喫煙防止対策の推進

生活習慣の改善

県

　県は、肝炎患者等を含めた県民の視点に立ち、県民の
理解を深め、肝炎患者等を含む関係者の協力の下、関
係機関が連携して、肝炎患者等が安心して生活できる環
境づくりに取り組みます。

　県は、国、市町村、医療関係者等と連携し、肝炎ウイル
ス検査の受検促進、検査結果が陽性である者のフォロー
アップや肝炎患者等の早期かつ適切な受診促進等の肝
炎総合対策を推進することにより、肝硬変又は肝がんへ
の移行者の減少に取り組んでまいります。

　市町村は、妊婦健康診査におけるＨＴＬＶ－１抗体検診
を継続実施します。

　県は市町村と協力して、すでに実施されている「健康ち
ば２１」の事業とも連動して、がん予防の観点から、生活
習慣の改善に取り組みます。
　特に、がん予防に関連した食生活の改善に関しては、
食塩摂取量の減少、野菜・果物摂取量の増加、適切な飲
酒量について、食育等を通じた実践的な取組を行ってい
きます。

県

感染症対策

目標に対する進捗状況

⓵
た
ば
こ
対
策
の
充
実

喫煙（受動喫煙を含む）に関する知識の普及啓発

男性　２５．１％
女性　　８．４％
（平成27年度）

男性　２０．０％
女性　　５．０％
（令和３年度）

男性　21.8％
女性　　6.1％
（令和元年度）

概ね順調 喫煙する者の割合の減少

　県は、ホームページ等により、ＨＴＬＶ－１母子感染普及
啓発に取り組みます。
　胃がんについては、ヘリコバクター・ピロリの除菌の胃
がん発症予防における有効性等について、国の動向を
踏まえ、対応を検討していきます。

０%
＜令和４年度＞

未評価 調査中

未成年者の喫煙をなくす
０％

（平成27年度）
０％

（令和３年度）

男性　3.5%
女性  　0%

(令和元年度）

妊婦の喫煙をなくす
２．２％

（平成27年度）
０％

（令和３年度）
1.5％

（令和元年度）

受動喫煙の機会を有する
人の割合

行政機関： 7.7％
医療機関： 8.6％

男性　悪化傾向
女性　変化なし

概ね順調

（食塩）
　男性：8.0ｇ、女性7.0ｇ
（野菜）　350ｇ
（果物）　30％

（食塩）
　男性：10.9ｇ、女性9.4ｇ
（野菜）　308ｇ
（果物）　57.1％

１
 

予
防
・
早
期
発
見

取組状況課題及び今後の取組

科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実

施策の体系

⑴
予
防

施策の方向実施主体

喫煙をやめたい人への支援

妊婦の喫煙防止

未成年者の喫煙防止

　県は、喫煙による健康への影響に関する正しい知識を
普及するため、世界禁煙デー及び禁煙週間、がん征圧
月間等を中心に、街頭キャンペーンを実施するほか、成
人式において新成人に喫煙防止を呼びかけるチラシを配
付するなど、さまざまな機会をとらえて啓発活動を実施し
ます。
　加熱式たばこの健康影響等についても、科学的知見等
を踏まえ、普及啓発を図ります。

　県は、喫煙をやめたい人がやめられるよう、禁煙外来
（ニコチン依存症管理対象医療機関）のある医療機関の
情報を提供します。また、喫煙者の身近な方が禁煙の
きっかけづくりに携われるように、職場の健康管理や地
域で健康づくりに取り組む方を対象とした禁煙支援者研
修会の開催や、禁煙支援を行う地域保健従事者のスキ
ルアップを図るなど、適切な支援を行います。

②
生
活
習
慣
等
の
改
善



千葉県がん対策推進計画の取組【予防・早期発見】　（令和３年９月末時点）

大
項
目

中
項
目

小
項
目

項目 計画改定時点
目標

＜令和５年度＞
現状値

達成状況
（％）

目標に対する進捗状況

取組状況 課題及び今後の取組

施策の体系

施策の方向 実施主体

県

　薬局（ドラックストア）に乳がん触診模型を配置する等企業との
連携も図りながらがん検診に関する普及啓発を実施している。
　また、乳がんはしこり（腫瘤）に触れる等の自覚症状を認めるこ
とにより発見される場合があることから、地域住民へ乳房自己触
診の正しい方法の普及啓発をするため、保健師、看護師、薬剤
師等を対象に乳房自己触診（ブレストケア）指導者等研修事業を
実施している。

　引き続き、乳がん触診模型の配置、保健師看護師、薬剤師等を
対象とした研修事業を実施する。
　令和３年１０月１日付でがん予防重点健康教育及びがん検診実
施のための指針が改訂され、ブレストアウェアネス（乳房を意識す
る生活習慣）の重要性に関する指導を行うこととされた。これを踏
まえ、保健師、看護師薬剤師等がブレストアウェアネスについて正
しく理解し、地域住民に普及啓発することができるよう研修内容を
検討していく。

県
　ちばがんなび（千葉県がん情報）に貴省がん診療実績のある医
療機関を調べることができる国立がん研究センター希少がんホッ
トラインを紹介している。

　希少がん、口腔がんについて、引き続き情報収集し、必要な情報
は速やかに県民に提供する。

県

　県内スポーツ施設（ジェフ、千葉ロッテ）等と協働して、ピンクリ
ボンキャンペーンを実施している。また、啓発物の配布、掲示及
び乳がん触診体験等を通じて広く県民に普及啓発している。
令和2年度及び令和3年度は新型コロナウイルス感染症拡大の
影響でキャンペーンは中止としたが、例年キャンペーンの実施に
より普及啓発を図っている。
　また、県内の子宮頸がん受診率が全国と比較し低いこと、令和
元年の受診率が低下したこと等を踏まえ検診の子宮頸がん検診
受診可能年齢となる20歳を対象に成人式でリーフレットを配布し
ている。
　薬局（ドラッグストア）においては、乳がん触診模型を配置する
等企業との連携も図りながらがん検診に関する普及啓発を実施
している。

　がん検診を受診するという行動を起こすために「意識（病気の理
解）」は重要な要素となる。
　新型コロナウイルス感染症拡大の影響で中止となっているピンク
リボンキャンペーンについては感染状況を考慮した上で実施する。
　また、成人式でのリーフレット配付及び乳がん触診模型配置等県
民に広く普及啓発する機会を引き続き設ける。
がん検診の啓発には県内各市町村の協力が不可欠であるため、
県内市町村に引き続きがん検診の啓発について呼びかけていく。

県

　例年、年度前半に市町村及び検診機関担当者等を対象とした
市町村等がん検診担当者研修会を開催している。がん検診の基
礎知識（受診率向上対策、精度管理について等）及びがん検診
に関する市町村実施事業の紹介等を通じてがん検診に関する正
しい知識の普及や新しい取組の情報提供に努めている。

　引き続き、市町村等がん検診担当者研修会を開催し、がん検診
の基礎知識及び自治体でのがん検診に関する新しい取組等につ
いて情報提供していく。

市町村
検診実施機関

　各市町村及び検診機関ががん検診に関する分かりやすい資料
等を作成し、受診者に配付している。
　チェックリスト（市町村用、検診機関用）の集計結果によると多く
の市町村及び検診機関で受診者への説明に該当する項目が達
成されている。

　各市町村及び検診機関において、がん検診に関する分かりやす
いリーフレットを作成する等でがん検診について説明している。

市町村

　県内市町村で42市町村ががん検診同時実施、40市町村が特
定健診併用実施としている。また、休日にがん検診を実施してい
る市町村も多数となっており、土曜日の集団検診については、胃
がん検診　36市町村、子宮頸がん検診　28市町村、肺がん検診
37市町村、乳がん検診　39市町村、大腸がん検診　28市町村、
個別検診については胃がん検診　19市町村、子宮頸がん検診
45市町村、肺がん検診　15市町村、乳がん検診　38市町村、大
腸がん検診　20市町村が実施している。

　平成28年に内閣府が実施したがん対策に関する世論調査にて、
がん検診未受診の理由として「受ける時間がないから」が最も多
かったことから、各市町村にて、県民ががん検診を受診する機会
を増やす必要がある。

市町村

　胃がん検診及び子宮頸がん検診は県内全市町村、肺がん検診
及び乳がん検診は53市町村、大腸がん検診は52市町村が郵送
による受診勧奨を実施している。
　胃がん検診及び肺がん検診は8市町村、子宮頸がん検診は22
市町村、乳がん検診は18市町村、大腸がん検診は11市町村で
未受診者全員または一部に受診再勧奨を実施している。

　令和2年度市町村におけるがん検診チェックリスト「問1-2　対象
者全員に個別に受診勧奨を行いましたか」という項目において、千
葉県では肺がん検診（個別検診）を除くすべてのがん検診で実施
率が全国における実施率を下回っている。
　米国CPSTFによるがん検診受診率向上に関するエビデンスレ
ビューではがん検診受診のきっかけとして、手紙や電話によるコー
ル・リコールが推奨されている。県内市町村における個別の受診
勧奨実施率が全国と比較し低いことについて周知し、実施率向上
を促していく。

県
市町村

　県は市町村等がん検診担当者研修会を開催し、がん検診に関
する基礎知識について市町村に周知している。
　また、市町村医おけるがん検診チェックリスト「問3-1受診勧奨
時に、「検診機関用チェックリスト　1.受診者への説明」が全項目
記載された資料を全員に個別配付しましたか」という項目で集団
検診では胃がん検診、肺がん検診で個別検診では胃がん検診、
大腸がん検診、乳がん検診、子宮頸がん検診で全国の実施率を
上回ってる。

　引き続き県にて市町村等がん検診担当者研修会を開催し、がん
検診に関する基礎知識について市町村に正しく周知する必要があ
る。
また、県内市町村においても引き続き受診者にがん検診に関する
正しい知識を普及していく。

県

　例年、1～2回千葉県がん対策審議会予防・早期発見部会を開
催し、県内市町村及び検診実施機関の精度管理等について検討
を行っている。
　平成29年度からは精度にばらつきが生じやすいとされる個別検
診機関におけるチェックリスト調査を開始する等さらなる精度管理
向上に向けて検討している。

　がん対策審議会予防・早期発見部会にて県内市町村及び検診
機関のチェックリスト実施状況について検討し、結果の公表及び実
施率の低い項目については指導等を実施していく。
　また、個別検診機関における精度管理向上のため、個別検診機
関における精度管理調査を実施する等個別検診における精度管
理向上に取り組み、集団検診と個別検診でがん検診の質にばらつ
きが生じないよう、がん対策審議会予防・早期発見部会で検討、各
検診機関に協力を依頼する必要がある。

県
　がん検診に携わる医師、診療放射線技師等を対象に胃内視鏡
検診従事者検診事業及び乳がん超音波検診従事者研修事業を
実施することで、がん検診の精度管理向上に努めている。

　引き続き胃内視鏡検診従事者研修事業及び乳がん超音波検診
従事者研修事業を実施し、検診の精度向上に努める必要がある。

市町村

　胃がん検診（X線）は52市町村、胃がん（内視鏡）は13市町村、
子宮頸がん検診は20市町村、肺がん検診は52市町村、乳がん
検診は15市町村、大腸がん検診は53市町村が指針に基づいた
年齢、検診間隔等でがん検診を実施している。
　また、43市町村で上記5がん以外の部位の検診（子宮体がん、
前立腺がん、口腔がん）、15市町村で胃がんリスク検査（ヘリコバ
クター・ピロリ検査、ペプシノゲン検査等）、HPV検査を実施してい
る。

　がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針に基づ
かない検　診項目、対象年齢、検診間隔でがん検診を実施してい
る市町村が多く存在している。
　全国においても83.7%が指針に基づかない検診を実施している。
指針に基づくがん検診について、県内市町村に周知するとともに、
指針に基づくがん検診の実施について、各市町村に協力を依頼し
ていく。

市町村
検診実施機関

　精密検査未受診者に精密検査の受診勧奨を行った市町村は
集団検診では胃がん検診65.8%、大腸がん検診51.2%、肺がん検
診52.2%、乳がん検診61.5%、子宮頸がん検診59.4%であり、個別
検診では胃がん（エックス線）検診62.5%、胃がん（内視鏡）検診
83.3%、大腸がん検診70.8%、肺がん検診56.3%、乳がん検診
58.5%、子宮頸がん検診57.4%となっている。

　精密検査未受診者への精密検査受診勧奨実施率は胃がん検診
（内視鏡）を除くすべてのがん検診で全国と比較し低い。がん検診
のプロセス指標のうち、精密検査受診率は死亡率減少のために最
も重要な指標であることを市町村及び検診機関担当者に周知し、
精密検査未受診者への受診勧奨について各市町村に協力を依頼
する必要がある。

　さらに、希少がんについては、認知度が低く、情報量も
少ないため、国や地域の情報を収集し、県民への速やか
な提供に努めます。
　特に、口腔がんについては、県歯科医師会等と連携し
て、知識の普及啓発に努めます。

９０％
（令和２年度）

胃がん　　　　　　　86.9%
肺がん　　　　　　　81.0%
大腸がん　　　　　 67.4%
乳がん　　　　　　　92.1%
子宮頸がん　　　　77.2%

概ね順調

　県は、市町村、検診実施機関、企業、患者団体等と協
力して、がんの予防を含め、がん検診の必要性や重要性
などがんに関する正しい知識の普及啓発を行います。

　県は、市町村担当者研修会等を実施し、効果的な検診
等の情報交換や、新しい取組等の情報提供に努めます。

がん検診受診率の向上

胃がん　　　42.0％
肺がん　　　49.8％
大腸がん　　44.4％
乳がん　　　49.9％
子宮頸がん　44.2％

（平成２８年）

５０％
（令和元年）

＜令和２年度＞

胃がん　　　　   50.0%
肺がん　　　   　51.3%
大腸がん　 　   45.1%
乳がん　　   　　51.9%
子宮頸がん   　41.8%

　市町村や検診実施機関においては、受診者に分かりや
すくがん検診を説明するなど、受診者が、がん検診の意
義及び必要性を適切に理解できるように努めます。

　市町村は、総合健診や休日検診の実施等、県民が検
診を受診しやすい体制整備に努めます。

　市町村や検診実施機関は、要精密検査者の精密検査
受診率を向上させるよう努めます。

　市町村は、受診対象者を正確に把握した上で、個別受
診勧奨を行うとともに、未受診者に対する啓発など、効果
的で効率的ながん検診を推進します。

　県及び市町村は、がん検診や精密検査の意義、対策
型検診と任意型検診の違い、がん検診で必ずしもがんを
見つけられるわけではないこと及びがんでなくてもがん検
診の結果が陽性となる偽陽性等のがん検診の不利益に
ついても理解を得られるように、普及啓発活動を進めま
す。

　県は、国の指針に示される５つのがんについて、千葉
県がん対策審議会予防・早期発見部会の意見を聞きな
がら、チェックリストの実施状況や、がん検診の受診率・
がん発見率等の分析・評価等を行うなど、市町村や検診
実施機関における精度管理の向上に向けた取組を促進
します。

　県は、がん検診に携わる医師、診療放射線技師等の読
影研修や撮影技術研修を実施し、検診の精度を高めま
す。

②
が
ん
検
診
の
精
度
管
理
等
に
つ
い
て

①
が
ん
検
診
の
受
診
率
の
向
上

がん検診の受診率の向上

精密検診受診率の向上

胃がん　　　82.4％
肺がん　　　78.3％
大腸がん　　54.8％
乳がん　　　88.8％
子宮頸がん　68.2％

（平成２６年）

　市町村は、国の指針に基づいたがん検診の実施及び
精度管理の向上に取り組みます。

がん検診の精度管理等について

③
が
ん
の
予
防
の
知
識
の
普
及
啓
発

　県は、市町村や関係団体等と協力して啓発を行い、対
象者に応じたより効果的ながん予防の普及活動を行いま
す。また、検診実施機関、企業等の協力のもと、乳がん
自己触診の普及啓発を行います。

概ね順調

⑵
早
期
発
見

がんの予防の知識の普及啓発



がん対策推進計画 個別目標中間評価シート

1-1

用いる調査

計画改定時点 目標 目標年度 現状値 達成状況

評価

目標達成等に必要な課題

【予防・早期発見】

個別目標 喫煙する者の割合の減少

生活習慣に関するアンケート調査（千葉県）

男性 ２５．１％
女性　８．４％
（平成27年度）

男性 ２０．０％
女性　５．０％

令和３年度
（平成33年度）

男性 ２１．８％
女性　６．１％
（令和元年度）

改善傾向

取　組　状　況

１ 喫煙に関する知識の普及啓発
　 ・禁煙週間（5/31～6/6）の一環で、県機関、鉄道会社及び大学等への禁煙週間ポスター
　　 配付及びポケットティッシュを各保健所へ配布、また各種広報媒体にて周知
　 ・がん征圧月間(9月～11月)の一環で、がん予防展にてポケットティッシュを配布
　 ・新成人向けリーフレットを県内全市町村へ配布
　 ・COPD(慢性閉塞性肺疾患)のチラシとポケットティッシュを市町村、各保健所へ配布
２ 受動喫煙防止の推進として、改正健康増進法の規制内容について、チラシ、ポスター、
　　啓発物、ステッカー等により周知啓発
３ 禁煙希望者に対する支援として、禁煙支援者研修会の実施や、健康保険による禁煙治
　  療が行える医療機関の情報をホームページで提供

コメント

Ａ 　喫煙する者の割合が、目標値まで達成しないものの、計画改定時点の割合か
ら改善傾向にある。

１ 令和元年度の調査では、男女とも４０歳代で喫煙率が他の年代に比べて高くなっている
　 ため、働く世代にに対する働きかけとして職場における禁煙対策を推進していく必要が
   ある。
２ 加熱式たばこの普及に伴い、加熱式たばこの喫煙者が増加している状況から、健康影響
   等について周知し、喫煙率を下げる必要がある。

課題を踏まえた具体的な取組

１ 職場における禁煙への取組を推進するために、従来の普及啓発に加え、新たな手法や、
   アプローチの仕方等を今後検討していく。
２ 加熱式たばこの健康影響について、科学的知見に基づき、各種媒体を活用して普及啓発
　 を図る。

計画最終年度までの目標（案）

　引き続き同じ目標値とする。



がん対策推進計画 個別目標中間評価シート

調査結果等



がん対策推進計画 個別目標中間評価シート

1-2

用いる調査

計画改定時点 目標 目標年度 現状値 達成状況

男性：悪化傾向

女性：変化なし

評価

目標達成等に必要な課題

【予防・早期発見】

個別目標
未成年者の喫煙をなくす（15～19歳）

生活習慣に関するアンケート調査（千葉県）

０％
（平成27年度）

０%
令和３年度

（平成３３年度）

男性　 ３．５％
女性　　　０％
（令和元年度）

取　組　状　況

　県内小学校5年生の全児童及びその保護者向けに、たばこの健康影響と受動喫煙の健康影響
等の知識を普及するためのリーフレットを配付

コメント

Ｂ
　データソースとしている生活習慣に関するアンケート調査が平成27年度と令
和元年度は調査対象者数が異なるため、単純に比較ができないが、男性が悪化
した。
（調査対象者数:H27は6,000人、R1は16,000人）

　未成年期からの喫煙は、健康への影響が大きく、成人期を通した喫煙の継続につながりやすいこ
とから、喫煙率をなくすことが必要である。

課題を踏まえた具体的な取組

　未成年者にたばこの健康影響を知ってもらい、喫煙のきっかけを作らせないよう、引き続きリー
フレットを作成・配付し普及啓発を図る。

計画最終年度までの目標（案）

　引き続き同じ目標値とする。



がん対策推進計画 個別目標中間評価シート

調査結果等



がん対策推進計画 個別目標中間評価シート

1-3

用いる調査

計画改定時点 目標 目標年度 現状値 達成状況

評価

目標達成等に必要な課題

【予防・早期発見】

個別目標
妊婦の喫煙をなくす

妊娠届出時の聞き取り（協力できる市町村のみ）調査

２．２％
（平成28年度）

０%
令和４年度

（平成３４年度）
１．５％

（令和２年度）
概ね順調

取　組　状　況

　市町村と協働して、母子健康手帳交付時や両親学級等において、妊娠中の喫煙による
合併症のリスクや胎児への影響の知識を普及するためのリーフレットを配付

コメント

Ａ 　妊娠中の喫煙の割合が、目標値まで達成しないものの、計画改定時点の割合
から改善傾向にある。

　妊娠中の喫煙については、胎児に発達の遅れなど多くの悪影響を及ぼすとともに、自身にも様々
な妊娠合併症のリスクを増大させることから、喫煙率をなくすことが必要である。

課題を踏まえた具体的な取組

　妊婦に妊娠中の喫煙による健康影響を知ってもらい喫煙防止を推進するため、引き続きリーフ
レットを作成し、母子健康手帳交付時の機会を捉えて配付し普及啓発を図る。

計画最終年度までの目標（案）

　引き続き同じ目標値とする。



がん対策推進計画 個別目標中間評価シート

調査結果等



がん対策推進計画 個別目標中間評価シート

1-4

用いる調査

計画改定時点 目標 目標年度 現状値 達成状況

評価

Ｈ27年度時点の食塩摂取量の平均値は、経年的には減少しつつあるが、女性においては全国平均値
よりも高く、最新のナトリウムの食事摂取基準の目標量（食塩相当量：男性7.5g/日未満・女性
6.5g/日未満）より約２～３ｇの減塩が必要である。減塩の取組み課題としては、外食、中食等調
理済みの食事を利用する頻度が高い者においては、料理中の食塩を調整することが困難であるた
め、外食や中食利用時にも減塩に取り組みやすい環境づくりが必要となっている。

目標達成等に必要な課題

【予防・早期発見】

個別目標
成人の１日当たりの平均食塩摂取量の減少

県民健康・栄養調査（千葉県）

男性 １０．９ｇ
女性  ９．４ｇ
(平成27年)

男性 ８．０ｇ以下
女性 ７．０ｇ以下

令和２年
（平成32年）

調査延期中 未評価

取　組　状　況

１　食育関連のイベント等の開催やリーフレット等の配布
　食育関連のイベント等において、がん予防に関連した食生活の改善について普及啓発を実施。ま
たリーフレット等を作成し、商業施設や健康づくり関連の研修会等で配布した。
２　食生活改善推進員対象の研修
　食生活改善推進員等地域のボランティア対象に、栄養バランスに配慮した食事や、望ましい食生
活習慣に関する研修を実施した。
３　調理師講習会
　給食施設や飲食店等に従事する調理師等を対象に研修を行い、栄養バランスに配慮した食事の提
供や、望ましい食生活習慣に関する研修を実施した。
４　健康ちば協力店の登録拡大
　1食で120ｇ以上の野菜が摂取できるメニューやサービスの提供や、1食で食塩相当量を3.0ｇ未満
にできるメニューやサービス等の提供に取り組む健康ちば協力店の登録を推進した。
５　特定給食施設指導に対する集団及び個別巡回指導
　対象者に応じた適切に栄養管理された食事が提供されるよう、集団及び個別巡回指導により支援
を行ってきた。

コメント

新型コロナウイルス感染症の影響により、県民健康・栄養調査の実施が延期と
なったため直近の数値が得られていない。



がん対策推進計画 個別目標中間評価シート

1　食育関連のイベントや研修会等における減塩の普及啓発に関連するリーフレット等啓発資材の
配布実績
　平成30年度 7,027部　令和元年度 5,738部　令和2年度 2,271部　計 15,036部
２　食品関連事業者や地域ボランティア団体等を対象とした研修会開催実績
　　地域において栄養バランスの良い食生活を普及啓発する者、飲食店や給食施設等食事の提供に
関連する者を対象に研修会を実施。
　　平成30年度　30回 3,136名　令和元年度29回 2,948名　令和2年度2回 25名　計6,109名
３　調理師講習会開催実績
　　平成30年度 325名　令和元年度 354名　令和2年度 63名　計742名
４　給食施設対象の研修会開催実績
　　平成30年度 3,195施設　令和元年度 2,441施設　令和2年度 2,353施設
５ 健康ちば協力店登録店舗数　32店

課題を踏まえた具体的な取組

中食や外食を利用する頻度が高い者においても、減塩に配慮した食生活を実践しやすい環境を整備
するため、健康ちば協力店の登録推進や、給食施設において食塩に配慮した食事の提供及び減塩に
取り組みやすい環境整備が促進されるよう給食施設に対する支援を行う。

計画最終年度までの目標（案）

令和４年４月に改正民法が施行され、成年の年齢が18歳に引き下げられることに伴い成人の年齢が
変化することから、「成人の」を削除し、1日当たりの平均食塩摂取量の減少（20歳以上）に文言
を修正する。

調査結果等
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用いる調査

計画改定時点 目標 目標年度 現状値 達成状況

評価

Ｈ27年度時点の野菜摂取量の平均値は、経年的には増加しつつあり、全国値よりも高くなっている
が、目標には達していない。また20～40歳代の野菜摂取量は他世代に比べて少ない。野菜摂取量増
加の課題としては、20～30歳代は外食の利用頻度が多い者の割合が高いことからも、外食時にも、
野菜を豊富に食べられる環境整備が必要となっている。

課題を踏まえた具体的な取組

中食や外食を利用する頻度が高い者においても、野菜を豊富に食べられる環境を整備するため、健
康ちば協力店の登録推進や、給食施設において野菜が豊富に含まれる食事の提供及び野菜を豊富に
食べることが可能となる環境が促進されるよう支援を行う。

目標達成等に必要な課題

【予防・早期発見】

個別目標
成人の１日当たりの野菜の平均摂取量の増加

県民健康・栄養調査（千葉県）

３０８ｇ
(平成27年)

３５０ｇ
令和２年度
（平成32年）

調査延期中 未評価

取　組　状　況

１　食育関連のイベント等の開催やリーフレット等の配布
　食育関連のイベント等において、がん予防に関連した食生活の改善について普及啓発を実施。ま
たリーフレット等を作成し、商業施設や健康づくり関連の研修会等で配布した。
２　食生活改善推進員対象の研修
　食生活改善推進員等地域のボランティア対象に、栄養バランスに配慮した食事や、望ましい食生
活習慣に関する研修を実施した。
３　調理師講習会
　給食施設や飲食店等に従事する調理師等を対象に研修を行い、栄養バランスに配慮した食事の提
供や、望ましい食生活習慣に関する研修を実施した。
４　健康ちば協力店の登録拡大
　1食で120ｇ以上の野菜が摂取できるメニューやサービスの提供や、1食で食塩相当量を3.0ｇ未満
にできるメニューやサービス等の提供に取り組む健康ちば協力店の登録を推進した。
５　特定給食施設指導に対する集団及び個別巡回指導
　対象者に応じた適切に栄養管理された食事が提供されるよう、集団及び個別巡回指導により支援
を行ってきた。

コメント

新型コロナウイルス感染症の影響により、県民健康・栄養調査の実施が延期と
なったため直近の数値が得られていない。
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1　食育関連のイベントや研修会等における野菜摂取量増加に向けた普及啓発に関連するリーフ
レット等啓発資材の配布実績
　平成30年度 8,455部　令和元年度 5,700部　令和2年度 1,969部　計 16,124部
２　食品関連事業者や地域ボランティア団体等を対象とした研修会開催実績
　　地域において栄養バランスの良い食生活を普及啓発する者、飲食店や給食施設等食事の提供に
関連する者を対象に研修会を実施。
　　平成30年度　30回 3,136名　令和元年度29回 2,948名　令和2年度2回 25名　計6,109名
３　調理師講習会開催実績
　　平成30年度 325名　令和元年度 354名　令和2年度 63名　計742名
４　給食施設対象の研修会開催実績
　　平成30年度 3,195施設　令和元年度 2,441施設　令和2年度 2,353施設
５ 健康ちば協力店登録店舗数　32店

計画最終年度までの目標（案）

令和４年４月に改正民法が施行され、成年の年齢が18歳に引き下げられることに伴い成人の年齢が
変化することから、「成人の」を削除し、１日当たりの野菜の平均摂取量の増加（20歳以上）に文
言を修正する。

調査結果等
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用いる調査

計画改定時点 目標 目標年度 現状値 達成状況

評価

Ｈ27年度時点の果物摂取量100ｇ未満の者の割合は、経年的には減少しつつあり、全国値よりも低
い割合なっているが目標には達していない。全ての世代が目標に達しておらず、20～40歳代におい
ては約8割の者が果物摂取量が100ｇ未満となっている。働く世代を中心に、全ての世代の特徴に応
じた果物摂取量増加に向けた取組が必要である。

目標達成等に必要な課題

【予防・早期発見】

個別目標
果物摂取量100ｇ未満の者の割合の減少

県民健康・栄養調査（千葉県）

５７．１％
(平成27年)

３０%
令和２年
（平成32年）

調査延期中 未評価

取　組　状　況

１　食育関連のイベント等の開催やリーフレット等の配布
　食育関連のイベント等において、がん予防に関連した食生活の改善について普及啓発を実施。ま
たリーフレット等を作成し、商業施設や健康づくり関連の研修会等で配布した。
２　食生活改善推進員対象の研修
　食生活改善推進員等地域のボランティア対象に、栄養バランスに配慮した食事や、望ましい食生
活習慣に関する研修を実施した。
３　調理師講習会
　給食施設や飲食店等に従事する調理師等を対象に研修を行い、栄養バランスに配慮した食事の提
供や、望ましい食生活習慣に関する研修を実施した。
４　特定給食施設指導に対する集団及び個別巡回指導
　対象者に応じた適切に栄養管理された食事が提供されるよう、集団及び個別巡回指導により支援
を行ってきた。

コメント

新型コロナウイルス感染症の影響により、県民健康・栄養調査の実施が延期と
なったため直近の数値が得られていない。
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１　食育関連のイベント等における果物摂取量増加に向けた普及啓発に関連するリーフレット等啓
発資材の配布実績
　　平成30年度 566名　令和元年度 918名　令和2年度 970名
２　食品関連事業者や地域ボランティア団体等を対象とした研修会開催実績
　　地域において栄養バランスの良い食生活を普及啓発する者、飲食店や給食施設等食事の提供に
関連する者を対象に研修会を実施。
　　平成30年度　30回 3,136名　令和元年度29回 2,948名　令和2年度2回 25名　計6,109名
３　調理師講習会開催実績
　　平成30年度 325名　令和元年度 354名　令和2年度 63名　計742名
４　給食施設対象の研修会開催実績
　　平成30年度 3,195施設　令和元年度 2,441施設　令和2年度 2,353施設

課題を踏まえた具体的な取組

グー・パー食生活ガイドブック等分かりやすい啓発媒体を活用し、望ましい食生活習慣の普及を推
進する中で、各ライフステージに応じた果物摂取量増加に向けた取組を行う。

計画最終年度までの目標（案）

引き続き同じ目標値とする。

調査結果等
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用いる調査

計画改定時点 目標 目標年度 現状値 達成状況

男性：悪化傾向

女性：概ね順調

評価

目標達成等に必要な課題

【予防・早期発見】

個別目標 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者（１日当たりの純アルコー
ル摂取量　男性40ｇ以上、女性20ｇ以上の者）の割合の減少

生活習慣に関するアンケート調査（千葉県）

男性 １９．６％
女性 ２６．２％
（平成27年度）

男性 １８．６％
女性 ２０．７％

令和３年度
（平成33年度）

男性 ２０．１％
女性 ２４．７％
（令和元年度）

取　組　状　況

１  飲酒リスクの知識普及及びアルコール健康障害の発生と予防の普及啓発として、
　　リーフレットを作成し市町村や医療保険者等を通じ県民へ配布
２  関係団体等のメルマガにて企業へ情報発信

コメント

Ｂ 　女性は計画改定時点の割合から改善傾向にあるが、男性は悪化傾向にある。

　過剰な飲酒は生活習慣病やアルコール依存症等の健康障害を起こす可能性が高くなるため、リス
クを高める量を飲酒している者の割合を減少させる必要がある。また、女性の割合が依然、高い傾
向にあることから女性への普及啓発を推進していく必要がある。

課題を踏まえた具体的な取組

　引き続き、節度ある適度な飲酒量等について、県ホームページやメルマガ等の各種媒体により普
及啓発を図る。また、特に女性への健康影響について周知を図る。

計画最終年度までの目標（案）

　引き続き同じ目標値とする。
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調査結果等
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用いる調査

計画改定時点 目標 目標年度　　　　　 現状値　　　　　 達成状況

評価

目標達成等に必要な課題

【予防・早期発見】

個別目標
がん検診の受診率向上

国民生活基礎調査（厚生労働省）

胃がん　　　　42.0％
肺がん　　　　49.8％
大腸がん 　　44.4％
乳がん　　　　49.9％
子宮頚がん　44.2％
　　（平成28年）

50% 令和元年

胃がん　　　　50.0％
肺がん　　　　51.3％
大腸がん 　　45.1％
乳がん　　　　51.9％
子宮頸がん　41.8％
　　（令和元年）

概ね順調

取　組　状　況

１　ピンクリボンキャンペーン
　グッズを作成し、イベント等で配付している。
２　成人式でのチラシ配布
　令和２年度、令和３年度にがん検診に関するチラシを作成し、県内各市町村に送付。
  各市町村で実施される成人式にて配布を依頼した。
３　JR主要駅、女子大学でのピンクリボンポスター掲示
４　がん検診推進員育成講習会
５　市町村健康関係担当者連絡会
　がん検診は実施主体である市町村により取組の度合いが異なることから、がん検診担当者
  を集めて先進的な市町村の取組紹介やがん検診専門家による研修、情報交換を行う。

コメント

Ｂ

１　新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、受診を控えている対象者が存在している
  ため、受診を控えている方ががん検診受診の重要性を理解し、安心して受診することが
  できるよう、周知する必要がある。
２　がん検診受診率向上には個別の受診勧奨が重要であるが、千葉県は対象者全員への個別の
　受診勧奨実施率が全国と比較し低いため、各市町村が個別の受診勧奨を実施する必要がある。

課題を踏まえた具体的な取組

１　ピンクリボンキャンペーン等普及啓発活動については、引き続き実施する。また、
  市町村で実施している啓発活動についても引き続き実施するよう市町村に呼び掛ける。
２　市町村健康関係担当者連絡会等で、個別の受診勧奨実施率が全国と比較し低いことに
  ついて周知し、実施を促す。

目標であるがん検診受診率50%は達成できていないものの、子宮頸がんを除く
すべてのがん種で受診率が上昇しており、改善傾向である。
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調査結果等

１　がん検診受診率推移

１　受診勧奨に関連した市町村チェックリスト項目の実施率
　〈集団検診〉

　〈個別検診〉

２　ピンクリボンキャンペーン実績
　（１）ジェフユナイテッド市原・千葉
　　　平成30年度…ピンクリボンバッジ1,500個、クリアファイル700部、
　　　　　　　　　自殺対策付箋500部、自殺対策冊子500部、自殺啓発ティッシュ200部、
　　　　　　　　　借金リーフレット1,000部
　　　令和元年度…ピンクリボンファイル2,500部、乳がんリーフレット1,100部、自殺啓発
　　　　　　　　　ウェットティッシュ300部、自殺啓発冊子50冊
　（２）千葉ロッテマリーンズ
　　　平成30年度…ピンクリボンバッジ2,100個、クリアファイル1,000部、自殺対策付箋
　　　　　　　　　500部、自殺対策冊子500部
　　　令和元年度…ピンクリボンファイル2,000部、乳がんリーフレット1,500部、自殺啓発
　　　　　　　　　ウェットティッシュ250部、自殺啓発冊子250冊
　
３　がん検診推進員育成講習会実績
　平成21年度から令和2年度末までの養成者総数は4,710名となっている。

がん検診受診率は計画策定時点から改善傾向にある。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響
により、がん検診受診率が低下している。また、受診控え等により今後がんが進行した状態で発
見され、治療が遅れることも危惧されている。がんの早期発見にはがん検診が不可欠であるた
め、引き続きがん検診受診率50％を目標としたい。

計画最終年度までの目標（案）



がん対策推進計画 個別目標中間評価シート

1-9

用いる調査

計画改定時点 目標 目標年度　　　　　 現状値 達成状況

評価

1　精密検査未把握率が許容値外のがん種（胃がん（X線)、大腸がん、肺がん、
 子宮頸がん検診）の精密検査未把握率の改善が必要である。
2　精密検査未受診者への受診勧奨実施率の改善が必要である。

課題を踏まえた具体的な取組

1　精密検査未把握率減少に向けた取組
　(1)各市町村における精密検査結果回収ルートの見直しを促す。
　(2)精密検査未把握率に関連したチェックリスト項目実施率上昇のため、継続的に結果の
　　 フィードバックを行い、ホームページ上に結果を公表する。
2　精密検査未受診者への受診勧奨実施率上昇のための取組
　(1)集計結果のフィードバック、ホームページへの公表を実施する。
　(2)市町村等担当者研修会等で現状の周知、受診勧奨の協力依頼をする。

計画最終年度までの目標（案）

がん検診の一連の流れで、精密検査は重要な役割を担っており、精密検査受診率は高いほど良
い。計画策定時と比較し、各がん検診の精密検査受診率は増加している。引き続き、精密検査受
診率90%以上を目標とする。

目標達成等に必要な課題

【予防・早期発見】

個別目標 精密検査受診率の向上

地域保健・健康増進事業報告（厚生労働省）

胃がん　　　　82.4％
肺がん　　　  78.3％
大腸がん　 　54.8％
乳がん　　 　 88.8％
子宮頚がん　68.2％
　（平成26年度）

90% 令和2年度

胃がん　　　　86.9％
肺がん　　　  81.1％
大腸がん　 　65.8％
乳がん　　 　 92.1％
子宮頸がん　77.2％
　（平成30年度）

概ね順調

取　組　状　況

1　がん検診精度管理指標（チェックリスト、プロセス指標）の集計、フィードバック、
 ホームページへの公表により各市町村、検診機関の精度管理向上を図っている。
2　がん検診従事者研修会、市町村等がん検診担当者研修会を実施し、がん検診従事者の
 がん検診精度管理に関する正しい知識の普及に努めている。

コメント

Ｂ
目標である精密検査受診率90%は達成できていないものの、全てのがん種で精
密検査受診率が改善傾向である。



がん対策推進計画 個別目標中間評価シート

調査結果等

1 精密検査受診率

3 精密検査受診勧奨に関連したチェックリスト実施率

2 精密検査未受診率・精密検査未把握率

(1)集団検診

(2)個別検診


